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○老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）

第二十条の八（市町村老人福祉計画） 市町村は、老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業（以
下「老人福祉事業」という。）の供給体制の確保に関する計画（以下「市町村老人福祉計画」という。）を定める
ものとする。

７ 市町村老人福祉計画は、介護保険法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画と一体の
ものとして作成されなければならない。

８ 市町村老人福祉計画は、社会福祉法第百七条に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定に
よる計画であつて老人の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

○介護保険法（平成九年法律第百二十三号）

第百十七条（市町村介護保険事業計画） 市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行
う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画（以下「市町村介護保険事業計画」という。）を定
めるものとする。

６ 市町村介護保険事業計画は、老人福祉法第二十条の八第一項に規定する市町村老人福祉計画と一体
のものとして作成されなければならない。

７ 市町村介護保険事業計画は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第五条
第一項に規定する市町村計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。

８ 市町村介護保険事業計画は、社会福祉法第百七条に規定する市町村地域福祉計画、高齢者の居住の
安定確保に関する法律 （平成十三年法律第二十六号）第四条の二第一項に規定する市町村高齢者居住

安定確保計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する
事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

1

各分野の計画に関する法律上の規定（例）①



○地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年法律第六十四号）

第五条（市町村計画） 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、総合確保方針に即して、かつ、地域の実情に

応じて、当該市町村の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画（以下
「市町村計画」という。）を作成することができる。

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）

第八十八条（市町村障害福祉計画） 市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保そ
の他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「市町村障害福祉計画」という。）を定めるもの
とする。

○子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）

第六十一条（市町村子ども・子育て支援事業計画） 市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・
保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関す
る計画（以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。）を定めるものとする。
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